
■
く
み
取
り
に
関
す
る
注
意
点

・
便
槽
の
く
み
取
り
口
に
物
を
置
か
な
い

で
く
だ
さ
い

・
転
居
・
転
出
ま
た
は
ト
イ
レ
の
廃
止
な

ど
を
予
定
さ
れ
る
方
は
、
早
め
に
ご

連
絡
を
く
だ
さ
い

・
便
槽
の
様
式
に
よ
っ
て
は
、
水
を
入
れ

な
い
と
汚
物
な
ど
が
下
が
ら
ず
き
れ

い
に
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
留
守
に
さ
れ
る
と
き
は
、
バ
ケ

ツ
２
杯
程
度
の
水
を
ご
用
意
く
だ
さ

い
▼
田
原
渥
美
清
掃
施
設
組
合

5
45
局
３
０
０
０

　

愛
知
県
教
育
委
員
会
で
は
、
小
学
校
入

学
前
の
お
子
さ
ん
で
、
障
害
の
あ
る
と
思

わ
れ
る
お
子
さ
ん
と
そ
の
保
護
者
の
方
を

対
象
に
、
専
門
相
談
員
に
よ
る
就
学
相
談

を
行
い
ま
す
。

▼
日
時
８
月
４
日
（
木
）・
５
日
（
金
）

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４
時　

▼
場
所
＝

豊
橋
市
豊
城
地
区
市
民
館
（
豊
橋
市
今
橋

町
16
）　

▼
申
し
込
み
＝
７
月
20
日
（
水
）

ま
で
に
教
育
委
員
会
指
導
室
に
あ
る
申
込

用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
提
出

▼
指
導
室
5
23
局
３
６
７
９

　

夏
本
番
を
迎
え
、

本
格
的
な
レ
ジ
ャ
ー

シ
ー
ズ
ン
で
あ
る
こ

の
時
期
は
、
開
放
感

か
ら
若
者
の
無
謀
運

転
や
飲
酒
運
転
に
よ

る
事
故
が
多
発
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
夏
休
み
で
外
出
機
会
の
増
え
る
子

供
た
ち
や
、
近
年
多
発
し
て
い
る
高
齢
者

の
事
故
も
心
配
さ
れ
ま
す
。
市
民
一
人
ひ

と
り
が
交
通
安
全
意
識
を
高
め
、
交
通
事

故
の
防
止
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

■
重
点
目
標

・
若
者
の
無
謀
運
転
を
な
く
そ
う

・
飲
酒
運
転
を
追
放
し
よ
う

・
子
供
や
高
齢
者
を
交
通
事
故
か
ら
守
ろ

う
▼
総
務
課
5
23
局
３
５
０
６

　

盆
前
は
、
し
尿
く
み
取
り
の
依
頼
が
非

常
に
多
く
な
り
ま
す
。
盆
前
に
く
み
取
り

を
希
望
す
る
方
は
、
早
め
に
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
（
計
画
収
集
地
区
は
除
く
）。

▼
申
し
込
み
＝
月
〜
金
曜
日
の
午
前
８
時

30
分
か
ら
午
後
５
時
ま
で
に
電
話
に
て

　

幼
児
か
ら
中
学
生
ま
で
公
費
負
担
で
行

っ
て
い
る
日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
に
つ
い

て
、
厚
生
労
働
省
か
ら
の
指
導
（
平
成
17

年
５
月
30
日
付
）
に
よ
り
、
積
極
的
な
勧

奨
が
差
し
控
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
現
在
の
日
本
脳
炎
ワ
ク
チ

ン
接
種
と
健
康
被
害
と
の
因
果
関
係
が
あ

る
と
判
断
さ
れ
た
た
め
で
す
。
今
後
は
、

よ
り
リ
ス
ク
の
低
い
ワ
ク
チ
ン
を
供
給
で

き
る
体
制
が
整
い
次
第
、
接
種
の
勧
奨
が

再
開
さ
れ
る
予
定
で
す
。

　

な
お
、
感
染
の
お
そ
れ
が
高
い
な
ど
特

に
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
公
費
負
担
に
よ

る
接
種
が
可
能
で
す
が
、
ワ
ク
チ
ン
の
効

果
や
副
作
用
に
つ
い
て
の
同
意
が
必
要
で

す
。詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
健
康
課
（
田
原
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

5
23
局
３
５
１
５

平成17年7月1日 　  　　　　　　　　│ 18 │

障
害
の
あ
る
お
子
さ
ん
の

就
学
相
談

夏
の
交
通
安
全
県
民
運
動

７
月
11
日
（
月
）
〜
20
日
（
水
）

日
本
脳
炎
予
防
接
種

お
盆
前
の
し
尿
く
み
取
り

　
　
　

作
業
に
ご
協
力
を
！

　田原市選挙管理委員会では、合併に伴う渥美選挙区の市議会議員
4人を選ぶ「田原市議会議員増員選挙」の選挙日程などを次のとお
り決定しました。

　平成19年2月2日まで

　満25歳以上の日本国民で、合併後の田原市の区域に3カ月以上住
所を有している人。

　合併後の田原市の選挙人名簿の中で、現在の渥美町の区域の住所
で登録されている人。現在の田原市の区域の住所で登録されている
人は、投票できません。

●田原市選挙管理委員会 523局3506


